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家庭教育に対する働きかけ・支援の推進
� 学校、ＰＴＡ、地域、あるいは行政の各分野等が協働・連携し、子育てについて
学ぶ「場」の創出、情報の提供、相談窓口の設置など、家庭教育支援の総合的な
取組を推進します。
� また、学校や幼稚園・保育所、教育委員会における、家庭教育の充実に向けた
取組をさらに進めていきます。

社会全体で家庭教育を支える気運の醸成・仕組みづくり
� 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向け、企業における働き
方の見直し、働く人の意識改革を進めるための取組などを促進するとともに、男女
がともに協力して子育てができるよう、男性の子育てや家庭教育への参画について
社会全体の意識を高める取組を進めていきます。

次代の親となる若い世代への教育の推進
�「家庭科」の学習や健康づくりの取組、乳幼児と直接接触する体験等を通して、
次代の親となる子どもたちに、子育ての意義や素晴らしさ、親の役割、命の大切さ、
男女が相互に協力して家庭を築くことの重要性などについて理解を深める教育を進
めます。

今後の基本的な取組方向

� 保護者が子育てにかかる第一義的な責任を有するという認識が希薄化しており、これまで家
庭の役割として行われてきたしつけなどが学校の課題として転嫁される場合があります。

�「離婚や死別等で、仕事と子育てを独りで担う」、「外国籍で日本語や日本の風習に馴染めない」、
「障がいのある子どもを持つ」など、家庭が抱える事情は千差万別であり、多様化する課題やニー
ズへの対応が求められています。

� 子育て支援の活動に、多忙のため参加できない保護者や、学校や地域との関わりを持たず、
参加しようとしない保護者がいるなど、支援が必要な人に支援が届かないという課題があります。

� 長時間労働をはじめとする労働環境を背景として、保護者が子どもと向き合う時間を十分に確
保できず、また、男性の子育てや家庭教育への参画も十分に進んでいない状況があります。

� 乳幼児を持つ親にとって身近な存在である幼稚園や保育所、子育て支援に関わるＮＰＯなど
は、地域における子育ての支援の拠点として積極的な役割を果たすことが求められています。
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学校・家庭・地域等の連携の推進
◦� 学校や家庭、地域、企業、ＮＰＯ等が連携して子育てをする家庭を支えあう地域ネットワー
クづくりを支援します。（こども局、教育委員会）

◦� 地域人材を活用し、子育ちサポーターや学習支援ボランティアなどの養成に努めるとともに、
親子の学びや育ちを支援します。（こども局、教育委員会）

交流・相談機会の充実に向けた支援
� 子育て中の親の孤立感や不安、悩みを軽減できるよう、相互交流、相談機会の充実に向け
た支援を行います。（こども局）

親支援にかかる取組方向の検討・実施
� 子育て中の親への支援について、さまざまな立場で子どもに関わる専門家の参画を得て、具
体的な取組方策を検討し、実施します。（こども局）

家庭教育の充実のための啓発メッセージの発信
� 子どもたちが、基本的な生活習慣や家庭学習の習慣を身
につけることができるよう、家庭教育の果たすべき役割につ
いて、「早ね早おき朝ごはん」などの具体的なメッセージとし
て保護者に示し、家庭教育の充実に向けた啓発の取組を推
進します。

地域に開かれた次世代育成の拠点づくりの推進
� 幼稚園・保育所での生活と家庭・地域での生活の連続性を確保した保育環境を整えられる
よう、保護者・地域との対話を重視した取組を進めます。また、幼児の教育・保育に関する相談、
保護者同士の交流の機会の提供、預かり保育の実施等の子育て支援活動を進めるなど、次世
代育成の拠点づくりに市町と連携して取り組みます。
＜1-(7)幼児教育の充実の再掲＞

社会全体の理解促進
◦� 社会全体で、子育て応援に関する輪が一層広がるよう、広報やホームページを充実し、情報
の提供や支援者の交流などを促進します。（こども局）

◦� 子どもの育ちに社会全体で関心を持ち応援する、という気運を醸成するため、企業、民間団
体の参加する「みえ次世代育成応援ネットワーク」*1など多様な主体との連携による取組を進
めます。また、こうした活動に、より多くの企業や団体、県民の参画が得られるよう取り組みま
す。（こども局）

＊�1 みえ次世代育成応援ネットワーク：子どもや子育て家庭を応援する三重県の企業と地域の団体が連携し、
知恵や資源を持ち寄って「子どもの育ちを支援する地域づくり」に取り組む地域密着型の子育て応援ネットワー
ク。

主な取組内容
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� 多くの地域で、学校安全のための「見守り隊」など、学校を支援するさまざまな仕組みができ、
多様な取組が行われていますが、こうした活動に対する若い保護者の参画の促進などが課題と
なっています。

� 学校教育に地域の教育力を積極的に活用するための仕組みづくりを進める必要があります
が、教員は子どもたちに関わる課題を自ら解決しようとする強い意識からすべての業務を抱え込
む傾向があることや、地域の方 と々の事前の打合せ等に手間を要し、却って学校の多忙化が増
すケースもあることから、学校における共通理解が図りにくい場合があります。
� また、学校で地域との連携に取り組む場合、通例、教員（多くの場合教頭）が他の校務を
担当しつつコーディネーター役を担う必要があり、当該教員の負担が大きくなるという課題があ
ります。

地域住民の参画による地域の教育力の向上
�「自分たちの地域は自分たちで創る」という観点を重視し、「地域全体で子どもた
ちを守り育てる」取組を推進・支援して、地域の教育力を高めていきます。

放課後や休日等における子どもたちの活動の場づくりの推進と支援
� 放課後や休日等に子どもたちが体験活動や地域住民との交流等を行うことがで
きる安全・安心な場づくりを推進・支援します。

地域による学校支援の推進
� 地域の人材がボランティアとして学校の教育活動を支えるとともに、その活動が
円滑に推進されるよう支援します。また、地域の人材の学校運営への参画を促進し
ます。

学校の教育資源の地域への還元
� 学校の教育資源を地域に還元し、学校に対する住民の関心を高めるとともに地
域の教育力の向上を図ります。

今後の基本的な取組方向
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地域住民の参画による地域の教育力の向上
◦� 地域において子どもたちに関わる大人が、「子どもの育ち」を支える視点を共有し連携できる
よう、気運醸成に向けた広報・啓発活動や、情報共有・情報交換の機会の提供等に取り組みます。
（こども局、教育委員会）
◦� 公民館等の社会教育施設や学校等を拠点とし、地域全体で子どもたちを守り育てる取組が
推進されるよう、先進的な取組に関する情報提供等を行います。

◦� 地域の民間企業の協力を得ながら、継続的なインターンシップ事業や職場体験活動を実施し、
地域企業・住民との協働を進めていきます。

◦� 子どもの育ちに社会全体で関心を持ち応援する、という気運を醸成するため、企業、民間
団体の参加する「みえ次世代育成応援ネットワーク」など多様な主体との連携による取組を進
めます。また、こうした活動に、より多くの企業や団体、県民の参画が得られるよう取り組みま
す。（こども局）
＜5-(1)家庭の教育力の向上の再掲＞

◦� 子どもたちが社会の一員として視野を広げ、さまざまな課題解決や夢の実現を目指して、自
らの力で取組を企画しやり遂げられるよう、適切な支援、機会の提供を行います。（こども局）

放課後や休日等における子どもたちの活動の場づくりの推進と支援
�「放課後子どもプラン」*1に基づき実施される放課後子ども教室 *2 や放課後児童健全育成
事業（放課後児童クラブ）*3 の取組について、その設置や運営を支援します。
� また、県に「三重県放課後子どもプラン支援会議」を設置し、放課後子どもプランの実施方
針の検討や関係者に対する研修等を実施することで市町等を支援します。（こども局）

主な取組内容

＊�1 放課後子どもプラン：地域社会の中で、放課後や週末等に子どもたちが安全で安心して、健やかに育まれ
るよう、文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」を一体的
あるいは連携して実施する事業。

＊�2 放課後子ども教室：「放課後子どもプラン」のうち、文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」のこと。
小学校の余裕教室等を活用して、安全・安心な放課後の子どもの活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参
画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施する。

＊�3 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）：「放課後子どもプラン」のうち、厚生労働省の所管する事
業。仕事等により昼間、家庭を留守にする保護者の児童に対し、授業の終了後等に児童館等を利用して適切
な遊びおよび生活の場を与えて、その健やかな育成を図る。いわゆる学童保育のこと。






